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通所リハビリテーション

通所リハビリテーション（デイケア）とは、在宅で⽣活している⾼齢者が病院や診療所、⽼⼈保健施設などに通
い、⽇帰りでリハビリテーションや⼊浴・昼⾷などの⽇常⽣活上の⽀援を受ける介護保険サービスです。 通所
リハビリテーション（デイケア）には、理学療養⼠や作業療養⼠などのリハビリの専⾨職による充実したリハビ
リテーションを受けることができ、その他看護師や介護も在籍しており、多職種のスタッフが利⽤者をサポート
します。

在宅サービス

対象者 要⽀援１，２の⽅/要介護１〜５の⽅

営業⽇・ご利⽤時間 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇/8：３０〜１６：００

休業⽇ ⼟曜・⽇曜・年末年始
利⽤定員 ４０名
営業⽇・ご利⽤時間 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇/8：３０〜１６：００

ご相談窓⼝
電話番号：０９５７−２４−００３３（直通）
担当 井上

居宅介護⽀援事業所


